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    教育委員会規則 

和歌山県教育委員会規則第2号 

 教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成27年1月27日 

和歌山県教育委員会委員長 山 本   哲 

教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員の免許状に関する規則（昭和46年和歌山県教育委員会規則第18号）の一部を次のように改正す

る。 

 第7条の4第1号中「若しくは指導教諭」を「（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成18年法律第77号）第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園（以下「幼保連

携型認定子ども園」という。）の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。）、指導教諭、主幹保育教諭若

しくは指導保育教諭」に改め、同条第2号中「及び特別支援学校」を「、特別支援学校又は幼保連携型認

定子ども園」に改め、同条に次の1号を加える。 

（3）和歌山県内の幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に規定

する社会福祉法人（以下「社会福祉法人」という。）の理事 

 第7条の7第2号中「及び特別支援学校」を「、特別支援学校又は幼保連携型認定子ども園」に改め、同

条に次の1号を加える。 

（3）和歌山県内の幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の理事 

 第7条の9第1号中「できることと」を削り、同条第2号中「及び特別支援学校」を「、特別支援学校又は

幼保連携型認定子ども園」に改め、同条に次の1号を加える。 

（3）和歌山県内の幼保連携型認定子ども園を設置する社会福祉法人の理事 

 第10条第2号中「国立養護教諭養成所」を「旧国立養護教諭養成所」に改める。 

 第15条の次に次の1条を加える。 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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 （保育士の登録をしている者の幼稚園教諭の免許状に係る教育職員検定） 

第15条の2 免許法附則第19項の規定により教育職員検定を願い出る者は、次の書類を提出しなければな

らない。 

（1）教育職員検定願 

（2）特例の実務に関する証明書（別記第9号様式の2） 

（3）学力に関する証明書又は単位修得証明書 

（4）卒業証明書又は修了証明書 

（5）指定保育士養成施設の卒業証明書又は保育士試験の合格証明書 

（6）誓約書 

（7）履歴書 

（8）人物に関する証明書 

（9）身体に関する証明書 

 第19条第2項中「第1項」を「前項」に改める。 

 第28条中「実務証責任者」を「実務証明責任者」に、「（以下」を「以下」に改める。 

 別記第5号様式中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

 別記第9号様式の次に次の1様式を加える。 
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別記第９号様式の２（第１５条の２関係） 

 

特例の実務に関する証明書 

 

氏名 

年  月  日生 

 

１ 良好な成績で勤務した期間等 

職名 勤務期間 実労働時間 

     年  月  日から  年  月  日まで        時間 

     年  月  日から  年  月  日まで 時間 

     年  月  日から  年  月  日まで 時間 

 

上記期間のうち長期にわたって勤務しなかった期間 

（育児休業、休職、病気休暇、産前・産後休暇等の区分により記入し、該当がない場合は、斜線を引くこと。） 

事由 勤務しなかった期間 期間計 

 年  月  日から  年  月  日まで   年  月  日 

 年  月  日から  年  月  日まで 年  月  日 

 

２ 施設の概要 

施設名 

（認定こども園の場合は、構成するそれぞ

れの施設名称について、全て記載） 

 

認可等年月日 

（認可外保育施設の場合は、設立年月日） 

           

 

所在地  

電話番号  

 

上記の者は、本施設において、上記のとおり実務経験を有するものであることを証明する。 

 

  年  月  日 

 

 

実務証明責任者                    印 

 

 

 備考 特例の対象として認められる勤務時間等（３年以上かつ４，３２０時間以上）について、複数の施設

における勤務時間等を合算する場合は、それぞれの施設ごとにこの証明書を作成すること。 
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   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（1）第7条の4及び第7条の7の改正規定 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令（平成26年文

部科学省令第28号）の施行の日 

（2）第7条の9の改正規定（同条第1号中「できることと」を削る部分を除く。） 免許状更新講習規則の

一部を改正する省令（平成26年文部科学省令第29号）附則第1項ただし書に規定する日 

    告     示 

和歌山県告示第63号 

 一斉受令端末賃貸借について、一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は

特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。）第11条及び

和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年和歌山県規則第107号）第10条の

規定に基づき、次のとおり公示する。 

  平成27年1月27日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

一斉受令端末賃貸借 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県総務部危機管理局総合防災課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

3 落札者を決定した日 

平成26年12月12日 

4 落札者の氏名及び住所 

NECAP/FILDGコンソーシアム 

（代表者）大阪府大阪市中央区城見一丁目4番24号 

NECキャピタルソリューション株式会社関西支店 

（構成員）和歌山県和歌山市三木町中ノ丁15 

NECフィールディング株式会社関西第一支社和歌山支店 

5 落札金額 

26,632,800円（うち消費税及び地方消費税の額1,972,800円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

平成26年10月31日 

 

和歌山県告示第64号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成27年1月27日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日
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3011000

571 

ケアセンター和

の里 

橋本市紀見ヶ丘

3丁目2番18号 

居宅介護・重

度訪問介護 

特定なし 株式会社公和 橋本市紀見ヶ丘

3丁目2番18号 

平成 

27.1.1 

3011800

327 

訪問介護ステー

ション元気 

岩出市岡田844-

1 

居宅介護・重

度訪問介護 

特定なし 株式会社ふれ

んど 

岩出市岡田844-

1 

平成 

27.1.1 

3011400

466 

ケアステーショ

ンベル 

海南市日方204 居宅介護・重

度訪問介護・

同行援護 

特定なし 合同会社ケア

ステーション

ベル 

海南市日方204 平成 

27.1.1 

 

和歌山県告示第65号 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第1項の

指定障害福祉サービス事業者を次のとおり指定したので公示する。 

  平成27年1月27日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

事業所 

番 号 
事業所の名称 事業所の所在地 

障害福祉 

サービス 

の 種 類 

主たる対象

とする障害

種   別

事業者の名称
事業者の主たる 

事務所の所在地 

指 定

年月日

3012000

224 

ヘルパーステー

ションよつ葉 

御坊市薗147番

地1 

居宅介護・重

度訪問介護 

特定なし 株式会社MIO 御坊市薗147番

地1 

平成 

27.1.1 

 

和歌山県告示第66号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の2第1項の規定により、県営中山間総合整備事業吉原地区

につき換地計画を定めたので、同条第4項において準用する同法第87条第5項の規定により、この旨を公告

し、当該決定に係る書類を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、この換地計画の決定について不服があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内

に和歌山県知事に対して異議の申立てをすることができる。 

  平成27年1月27日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 縦覧に供する書類 換地計画書の写し 

2 縦覧期間 平成27年1月28日から同年2月25日まで 

3 縦覧場所 和歌山県農林水産部農林水産政策局農業農村整備課、伊都振興局地域振興部農地課及び橋

本市経済部農林整備課 

    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第3号 

 平成26年11月30日執行の和歌山県知事選挙における各候補者の選挙運動費用に関する収入及び支出の報

告書の要旨について、公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第1項の規定により、次のとおり公表

する。 

  平成27年1月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 

 

 

 

 

円

３　報告書の要旨

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類　　平成26年11月30日執行　和歌山県知事選挙

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） 30,012,700
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収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

日本商工連盟 政治団体 100,000 円 　選挙事務所費 円

木村　皓一 会社役員 300,000 円 　集合会場費 円

北原　正 会社役員 1,000,000 円 通信費 円

自由民主党本部 政党 2,000,000 円 交通費 円

和歌山県医師連盟 政治団体 1,000,000 円 印刷費 円

由良　秀明 会社役員 40,000 円 広告費 円

宇野　英明 医師 300,000 円 文具費 円

和歌山県石油政治連盟 政治団体 300,000 円 食糧費 円

仁坂県政を育てる会 政治団体 4,000,000 円 休泊費 円

久保　義和 会社役員 1,000,000 円 雑　費 円

久保　晋典 会社役員 1,000,000 円 今回計 円

全産連和歌山県地区政治連盟 政治団体 30,000 円 前回計 円

黒松　俊樹 僧侶 30,000 円 総　計 円

その他の寄附 件 円

その他の収入 件 円

今回計 11,100,000 円

前回計 円

総　計 11,100,000 円

選挙運動用通常葉書の作成

円

ポスターの作成 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

円

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

　選挙事務所費 円

　集合会場費 円

通信費 円

交通費 円

印刷費 円

広告費 円

文具費 円

食糧費 円

その他の寄附 件 円 休泊費 円

その他の収入 件 円 雑　費 円

今回計 円 今回計 円

前回計 11,100,000 円 前回計 円

総　計 11,100,000 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

円702,000

74,540

127,049

2,964,214

7,436,286

10,400,500

項　　目 金　　額

ビラの作成

208,318

865,065

71,949

第2回分

出納責任者氏名 島村　不二夫
12月24日まで

141,250

1,476,043

候補者氏名 仁坂　吉伸 所属党派 無所属

期間
12月16日から

1,353,463

122,580

金　　額

889,000

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

18,060

656,100

項　　目

1,680,700

946,683

427,829

518,854

1,223,569

7,436,286

7,436,286

出納責任者氏名 島村　不二夫
12月15日まで

候補者氏名 無所属

期間
 9月25日から

所属党派仁坂　吉伸

440,517

372,720

第１回分

94,377

2,003,560

報告書受理年月日 平成26年12月15日 第1回報告分

支出のうち公費負担相当額

計

ビラの作成 702,000

1,591,000
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和歌山県選挙管理委員会告示第4号 

 和歌山県議会議員選挙執行規程（昭和57年和歌山県選挙管理委員会告示第62号）の一部を次のように改

正する。 

  平成27年1月27日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 上 山 義 彦 

 第26条第3項中「てい重」を「丁重」に改める。 

 第30条第1項中「に、証紙をはり又は検印を受けるべき法第201条の8《都道府県又は指定都市の議会の

議員の選挙における政治活動の規制》第1項第4号に規定するポスター（以下「政治活動用ポスター」とい

う。）の見本1枚（記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚）」及び

「添えて」を削る。 

 第32条第2項中「はらなければ」を「貼らなければ」に改める。 

 第34条中「見本」の次に「（記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれの見本）」を加え

る。 

 別記第2号様式中「掲示して」を「貼って」に、「こわし」を「壊し」に、「やぶった」を「破った」

に改める。 

ポスターの作成 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

円

収入 支出

主たる寄附 人件費 円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 円

ゆたかで住みよい和歌山県をつくる会 政治団体 2,352,800 円 　選挙事務所費 円

　集合会場費 円

通信費 円

交通費 円

印刷費 円

広告費 円

文具費 円

食糧費 円

その他の寄附 件 円 休泊費 円

その他の収入 件 円 雑　費 円

今回計 2,352,800 円 今回計 円

前回計 円 前回計 円

総　計 2,352,800 円 総　計 円

選挙運動用通常葉書の作成

円

ポスターの作成 円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

円

支出のうち公費負担相当額

計 1,591,000

報告書受理年月日 平成26年12月25日 第2回報告分

889,000

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

候補者氏名 畑中　正好 所属党派 無所属
期間

8月1日から
第１回分

出納責任者氏名

756,600

1,536,600

170,000

852,800

852,800

24,564

75,652

金　　額

南畑　洋
12月5日まで

260,000

4,455

22,730

ビラの作成

項　　目

780,000

288,008

237,061

3,471,870

3,471,870

1,536,600

報告書受理年月日 平成26年12月15日 第1回報告分

計

支出のうち公費負担相当額
選挙事務所の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成
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 別記第4号様式及び別記第8号様式中「殿」を「様」に改める。 

 別記第9号様式中「すべて」を「全て」に改める。 

 別記第12号様式中「第201条の8第1項ただし書き」を「第201条の8第1項ただし書」に改める。 

 別記第18号様式、別記第20号様式及び別記第21号様式中「殿」を「様」に改める。 

   附 則 

 この規程は、告示の日から施行する。 

    諸     報 

公     告 

 平成26年11月9日に実施した平成26年度行政書士試験の合格者受験番号は、次のとおりである。 

  平成27年1月27日 

一般財団法人行政書士試験研究センター 

理事長 磯 部   力 

 試験地 和歌山県 

合格者受験番号 

5910004 5910013 5910016 5910035 5910043 5910072 5910090 5910131 5910133 5910154 

5910157 5910168 5910176 5910187 5910253 5910312 5910318 5910348 5910363 5910371 

5910390 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Japan Prepress)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


